被害を受けた住宅・家財の損失等の明細書（第３条第２項）
	住所
	
	氏名
	

	被害の原因
	
	被害を受けた日
	年　　月　　日

	住



宅
	所有者
	
	

	
	被災直前の時価相当額
(固定資産税の評価額)
	①
	円
	円

	
	損失額
(①×り災証明書の被害割合)
	②
	円
	円

	
	保険金等で補てんされる金額
	③
	円

	
	差引損失額
((②の合計)－③)
	④
	円

	
	損害の程度
(④÷(①の合計)×100)
	⑤
	％

	家



財
	被災直前の時価相当額
	⑥
	明らかな場合：（別紙１より）	円
不明な場合　：家族構成別家財評価額※１
＝　　　　　　　　　　円

	
	損失額
	⑦
	(別紙２より)	円

	
	保険金等で補てんされる金額
	⑧
	円

	
	差引損失額
(⑦－⑧)
	⑨
	円

	
	損害の程度
(⑨÷⑥×100)
	⑩
	％

	住宅又は家財の損害の程度
(⑤と⑩のいずれか大きい方)
	％


※１　家族構成別家財評価額
	基準額 (該当の額に○)
	加算額

	世帯主の年齢
	夫婦の場合
	独身の場合
	(世帯主とその配偶者以外の人数を記入)

	　　～29歳
	500万円
	300万円
	大人（18歳以上）：　　　人×130万円
子供（18歳未満）：　　　人× 80万円

	30歳～39歳
	800万円
	
	

	40歳～49歳
	1,100万円
	
	

	50歳～　・
	1,150万円
	
	


注）配偶者と死別している場合の基準額は、「夫婦」の欄の額から130万円を差し引いて計算する。

( 別紙１ )
被災直前の家財の個別明細書
	品名
	取得年月
	取得価格 (Ａ)
	減価償却費 (Ｂ)※２
	時価 (Ａ－Ｂ)

	
	年　　　月
	円
	円
	円

	
	・
	
	
	

	
	・
	
	
	

	
	・
	
	
	

	
	・
	
	
	

	
	・
	
	
	

	
	・
	
	
	

	
	・
	
	
	

	
	・
	
	
	

	
	・
	
	
	

	
	・
	
	
	

	
	・
	
	
	

	
	・
	
	
	

	
	・
	
	
	

	
	・
	
	
	

	
	・
	
	
	

	合　計
	
	
	
	


※２　減価償却費は、「Ａ×0.9×償却率×経過年数」で計算する。

（ 別紙２ ）
被災した家財の個別明細書
	品名

	取得年月

	取得価格 (Ａ)

	減価償却費 (Ｂ)
※３
	時価 (Ｃ)
(Ａ－Ｂ)
	被害の割合 (Ｄ)
※４
	損失額
(Ｃ×Ｄ)

	
	年　　　月
	円
	円
	円
	
	円

	
	・
	
	
	
	％
	

	
	・
	
	
	
	％
	

	
	・
	
	
	
	％
	

	
	・
	
	
	
	％
	

	
	・
	
	
	
	％
	

	
	・
	
	
	
	％
	

	
	・
	
	
	
	％
	

	
	・
	
	
	
	％
	

	
	・
	
	
	
	％
	

	
	・
	
	
	
	％
	

	
	・
	
	
	
	％
	

	
	・
	
	
	
	％
	

	
	・
	
	
	
	％
	

	
	・
	
	
	
	％
	

	合　計
	
	
	
	
	
	


※３　減価償却費は、「Ａ×0.9×償却率×経過年数」で計算する。
※４　被害の割合は、修理・修繕をしても使用できない場合：100％
　　　　　　　　　　修理・修繕をすれば使用できる場合　： 50％
　　　　　　　　　　その他（洗えば使用できる等）の場合： ５％　とする。
